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告
し
て
く
だ
さ
い
（
特
定
小
型
原
付
と
ミ

ニ
カ
ー
の
手
続
き
は
市
民
税
課
の
み
）。

ま
た
、
原
付
と
特
定
小
型
原
付
は
自
賠
責

保
険
に
入
ら
な
い
と
運
転
で
き
ま
せ
ん
。 

持
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類
。
販
売
店
で

購
入
し
た
場
合
は
販
売
証
明
書
。
個
人
か

ら
譲
り
受
け
た
場
合
は
譲
渡
証
明
書
（
新

旧
所
有
者
の
住
所
・
氏
名
・
車
名
・
型

式
・
排
気
量
・
車
台
番
号
の
記
載
が
あ
る

物
）
と
車
台
番
号
の
押
し
刷
り
か
廃
車
証

明
書
。
特
定
小
型
原
付
は
定
格
出
力
・
車

体
の
長
さ
・
幅
・
最
高
速
度
の
記
載
が
あ

る
物
。
廃
車
す
る
場
合
は
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
と
標
識
交
付
証

明
書 

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
４
２

固
定
資
産
税
は
課
税
明
細
書
で
確
認

　

確
定
申
告
の
際
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
相
当
額
の
確
認
の
た
め
発
行
し
て

い
た
固
定
資
産
税
計
算
書
は
、
シ
ス
テ
ム

切
り
替
え
に
よ
り
交
付
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。
税
相
当
額
は
、
昨
年
４
月
に
送
付

し
た
納
税
通
知
書
同
封
の
課
税
明
細
書
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
た
場
合
な

ど
は
再
発
行
で
き
ま
す
。
請
求
方
法
は
、

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
６

す
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
令
和
５
年
２
月
か
ら
昨
年
12
月
に
初
め

て
制
度
に
加
入
し
た
企
業
の
加
入
時
の
従

業
員
掛
金

申
２
月
３
日
㈪
〜
14
日
㈮
に
産
業
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
５
へ

体
験
談
か
ら
学
ぶ
シ
ニ
ア
の
起
業
術

　

前
橋
新
聞
ｍ
ｅ
ｂ
ｕ
ｋ
ｕ
編
集
長
・
阿

部
和
也
さ
ん
か
ら
シ
ニ
ア
起
業
体
験
談
と

メ
デ
ィ
ア
の
活
用
方
法
を
学
び
ま
す
。

時
１
月
15
日
㈬
19
時
〜
20
時
30
分

場
創
業
セ
ン
タ
ー

対
起
業
に
興
味
が
あ
る
か
起
業
後
間
も
な

い
人
、
先
着
30
人

￥
５
０
０
円

問
同
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
８
９
‐
９
６
６
６

税

ス
マ
ホ
で
確
定
申
告
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト

　

前
橋
税
務
署
で
は
自
宅
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
で
ス
マ
ホ
申
告
を
推
進
す
る

た
め
、
確
定
申
告
に
向
け
た
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
。
小
川
市
長
が
ス
マ
ホ
申
告
を

体
験
し
ま
す
。

時
１
月
28
日
㈫
15
時
〜
15
時
30
分

場
前
橋
リ
リ
カ
１
階
フ
ー
ド
コ
ー
ト
ス

テ
ー
ジ
（
国
領
町
二
丁
目
）

問
同
署

☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
４
３
７
１

国
保
税
口
座
振
替
済
通
知
の
送
付 

　

確
定
申
告
な
ど
に
利
用
す
る
、
昨
年
１

月
か
ら
12
月
ま
で
に
口
座
振
替
さ
れ
た
国

民
健
康
保
険
税
の
口
座
振
替
納
付
済
通
知

書
を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問
収
納
課 

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
２
６

国
保
税
を
年
金
か
ら
天
引
き

　

来
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴

収
の
仮
徴
収
税
額
は
、
本
年
度
の
税
額
を

基
に
算
出
し
ま
す
。
４
月
か
６
月
か
ら
新

た
に
特
別
徴
収
が
開
始
に
な
る
人
に
は
事

前
に
通
知
書
を
郵
送
。
８
月
か
ら
開
始
に

な
る
人
は
、
７
月
に
送
付
す
る
納
税
通
知

書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
す
で

申
告
の
相
談
は
事
前
予
約
を

　

１
月
６
日
㈪
か
ら
２
月
14
日
㈮
ま
で
は
、

前
橋
税
務
署
内
に
申
告
会
場
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
期
間
の
申
告
相
談
に
は
電
話
に

よ
る
事
前
予
約
が
な
い
と
対
応
で
き
ま
せ

ん
。
申
告
相
談
を
希
望
す
る
人
は
、
２
月

17
日
㈪
か
ら
３
月
17
日
㈪
ま
で
の
確
定
申

告
期
間
中
に
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
入
場
整

理
券
の
オ
ン
ラ
イ
ン
発
行
を
事
前
に
済
ま

せ
て
か
ら
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
会
場
は
前
橋
リ
リ

カ
（
国
領
町
二
丁
目
）
で
す
。

問
同
署

☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
４
３
７
１

市
県
民
税
の
申
告
は
郵
送
で

　

市
県
民
税
の
申
告
書
は
郵
送
で
提
出
で

き
ま
す
。
提
出
に
は
添
付
書
類
と
本
人
確

認
書
類
が
必
要
。
申
告
書
の
作
成
や
試
算

は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
可
能
で
す
。

収
入
と
控
除
が
な
い
場

合
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に

よ
る
提
出
も
で
き
ま
す
。

市
役
所
会
場
で
申
告
す

る
場
合
は
、
本
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
予
約
が

可
能
。
そ
の
他
出
張
会

場
で
は
予
約
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
告
書
類
の
配
布
場
所 

　

申
告
書
や
収
支
内
訳
書
、
医
療
費
控
除

に
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
の
仮
徴
収
税

額
は
２
月
に
徴
収
す
る
税
額
と
同
額
で
す
。

特
別
徴
収
対
象
者
＝
次
の
全
て
の
要
件
を

満
た
す
人
❶
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
❷
世

帯
の
国
保
加
入
者
が
全
員
65
歳
以
上
74
歳

未
満
❸
世
帯
主
の
年
金
受
給
額
が
年
額
18

万
円
以
上
❹
差
し
引
か
れ
る
国
保
税
と
介

護
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
の
年
額
の
２

分
の
１
を
超
え
な
い
❺
世
帯
主
の
介
護
保

険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る（
来
年
度
中

に
75
歳
に
な
る
人
の
い
る
世
帯
は
除
く
）

徴
収
月
＝
左
上
表
の
と
お
り 

●
納
付
方
法
は
選
択
で
き
ま
す

　

特
別
徴
収
の
対
象
者
は
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
も
可
能
（
納
付
書
払
い
は
不
可
）。

希
望
す
る
人
は
、
国
民
健
康
保
険
税
納
付

方
法
変
更
申
出
書
を
市
役
所
国
民
健
康
保

険
課
か
各
支
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

新
規
に
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
や
口
座

の
変
更
を
希
望
す
る
人
は
、
別
途
金
融
機

関
へ
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。 

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
０

事
業
者
向
け

小
規
模
修
繕
工
事
契
約
に
は
登
録
を

　

令
和
７
・
８
年
度
に
本
市
が
発
注
す
る

小
規
模
修
繕
工
事
の
契
約
希
望
者
は
、
登

録
申
請
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
今
回
か
ら
申
請
方
法
を
電
子
申
請
に

変
更
。
申
請
前
に
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

の
明
細
書
は
、
１
月
15
日
㈬
か
ら
市
役
所

市
民
税
課
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
で
配
布
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。
会
場
で

申
告
を
す
る
際
は
、
必
ず
事
前
に
事
業
所

得
の
収
支
内
訳
書
や
医
療
費
控
除
の
明
細

書
な
ど
を
作
成
し
て
く
だ

さ
い
。
職
員
に
よ
る
作
成

補
助
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
０
３

原
付
な
ど
の
取
得
や
廃
車
は
申
告
を 

　

原
付
（
１
２
５
ｃ
ｃ
以
下
）
や
特
定
小

型
原
付
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や
コ
ン
バ
イ
ン
な

ど
農
耕
用
の
小
型
特
殊
自
動
車
、
フ
ォ
ー

ク
リ
フ
ト
な
ど
の
そ
の
他
の
小
型
特
殊
自

動
車
を
取
得
・
廃
車
し
た
場
合
は
申
告
が

必
要
。
市
役
所
市
民
税
課
や
各
支
所
で
申

確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
登
録
す
る
と

建
設
工
事
競
争
入

札
参
加
資
格
の
認

定
を
受
け
て
い
な

い
事
業
者
で
も
、

金
額
が
80
万
円
以

下
の
簡
易
な
修
繕
工
事
の
業

者
選
定
対
象
に
な
り
ま
す
。

申
２
月
３
日
㈪
〜
17
日
㈪
に

二
次
元
コ
ー
ド
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

問
契
約
監
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
８
８

中
退
共
加
入
企
業
は
申
請
忘
れ
ず
に

　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
に
新
規
加

入
し
た
企
業
へ
補
助
金
を
交
付
。
該
当
企

業
に
は
１
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま

スマホ申告がより便利に
確定申告はマイナポータルで

本市ホームページで
自社ＰＲを

　税務署では、申告会場に出向くことなく確定申告ができ
るマイナンバーカードを利用したe-Taxを推進。マイナ
ポータル連携に関する事前準備説明会を開催します。
時１月６日㈪～２月14日㈮、10時～12時・14時～15時 
場前橋地方合同庁舎（大手町二丁目）
持マイナンバーカード、カード発行時に設定した２種類の
パスワード（数字４桁、英数字６～16桁）、マイナンバー
カードが読み込めるスマホ
問前橋税務署　☎027-224-4371

　月平均107万アクセスがある本市
ホームページへの広告を募集します。
対象=企業・団体など
掲載スペース=本市ホームページ下
部の広告バナー。縦60ピクセル×横
150ピクセル、15枠
掲載期間=4月1日㈫～来年3月31日㈫
￥月額1枠1万8,000円
申1月31日㈮までにメールで。申込
書に記入し、 shiseihasshin@city.
maebashi.gunma.jpへ
問秘書広報課　
☎027-898-5838

国民健康保険税特別徴収月

対象者 仮徴収 本徴収

すでに特別徴収の人、昨
年４月２日～10月１日に
要件を満たした人

４・６・
８月

10・12・
来年２月

昨年10月２日～12月１日
に要件を満たした人 ６・８月

昨年12月２日～２月１日
㈯に要件を満たした人 ８月

２月２日㈰～４月１日㈫
に要件を満たした人

オンライン
提出はこちら

申告書類のダウン
ロードはこちら

申告書の
作成はこちら


